
18　2019年1月号

☎0745-82-8000（代）

市役所の開庁時間
午前 8時 30分～
　　　午後 5時 15分
（土・日曜日、祝日、
　　　　年末年始は閉庁）

確
定
申
告
の
受
付
は
お
早
目
に

　
　
　    

受
付
期
間
：
２
月
18
日
～
３
月
15
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問 

税
務
課
（
☎
82
・
１
３
０
６
／
IP
☎
88
・
９
０
７
２
）

➊
確
定
申
告
指
導
会
場
は

　
　
　
　
　
　
桜
井
市
商
工
会
館
で
す

　
【
期
間
】
2
月
18
日
（
月
）
～
3
月
15
日
（
金
）

　
 

午
前
9
時
～
午
後
4
時　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

　
【
場
所
】
桜
井
市
商
工
会
館　

3
階

　
　
　
　

※
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
問
桜
井
税
務
署
（
☎
０
７
４
４
・
42
・
３
５
０
１
）

確定申告の受付はお早めに　受付期間：2 月 18 日～ 3 月 15 日

➍
市
役
所
で
も
確
定
申
告
を

　
　
　
　
　
　
　
受
付
し
ま
す

　
受
付
で
き
る
確
定
申
告
は
、
簡
易
な

申
告
（「
確
定
申
告
書
Ａ
」）
の
方
だ
け

で
す
。

○
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
申
告
や
事
業

所
得
、
不
動
産
所
得
、
譲
渡
所
得
、

青
色
申
告
な
ど
は
桜
井
商
工
会
館
で

相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た「
確
定
申
告
書
Ａ
」の
方
で
も
、

申
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は
税
務
署
で

相
談
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。

受付会場 受付期間

市役所
（4 階大会議室）

　2 月 18 日 ( 月 )
～ 3 月 15 日 ( 金 )
※土・日曜日を除く

※受付はすべて午前９時～午後 4 時 30 分です。

今年度は宇陀市役所でのみ申告相談
会場を開設します。地域事務所では開
設しませんのでご注意ください

➋
次
の
機
会
に
、
確
定
申
告
書
の
提
出
を

相　談 日　時 内　容

年金受給者
のための相談

桜井税務署主催

2 月 8 日（金）
　 12 日（火）

午前 9 時 30 分～午後 3 時

　年金収入のみの方につ
いて、還付申告の相談を
受けます。この機会にぜ
ひご来庁ください。

税理士相談

近畿税理士会
桜井支部主催

2 月 18 日（月）
～ 20 日（水）

午前 9 時～午後 3 時 30 分
（正午～午後 1 時を除く）

e-Tax での申告はできません

　専門の税理士が無料で
確定申告の相談を受けま
す。ただし、土地・建物
や株式等の譲渡、贈与税、
相続税の相談は行ってい
ません。

※混雑などに応じて早めに受付を終了する場合があります。
　できるだけお早目にお越しください。

【会場】市役所（4 階大会議室）

問桜井税務署（☎ 0744-42-3501）

➌ e-Tax による電子申告がより便利に

ID・パスワード方式
用意するもの
　① ID（利用者識別番号）
　②パスワード（暗証番号）
・発行を希望される方は、運転免許証など

の本人確認書類を持参の上、税務署に
お越しください。

・国税庁 HP の「確定申告書等作成コー
ナー」でのみ利用できます。

市役所でも、
1/29　   10：30 ～ 15：30
　　　　（１階ふるさとテラス）
2/8・12    9：30 ～ 15：30
　　　　（４階大会議室）
で ID・パスワードの発行を
行います

マイナンバーカード方式
用意するもの
　①マイナンバーカード
　② IC カードリーダライタ

・従来どおりマイナンバーカードを利用し
て e-Tax で申告できます

・利用者識別番号の入力が不要になり、よ
り便利になりました。

e-Tax を利用すると、自宅からいつでも
確定申告できる！

ど ち ら か
の 方 法 を
ご 利 用 く
ださい

または



特
　
　
集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン

お
知
ら
せ

19 　2019年1月号

確
定
申
告

確定申告　受付期間（2/18 ～ 3/15）

確定申告の受付はお早めに　受付期間：2 月 18 日～ 3 月 15 日

➎
確
定
申
告
書（
市
役
所
相
談
分
）

の
提
出
は
電
子
申
告
（e-Tax

）

が
便
利
！

　

本
年
度
か
ら
市
役
所
相
談
会
場
で

は
、
確
定
申
告
デ
ー
タ
の
作
成
送
信

を
本
格
的
に
実
施
し
ま
す
。

e-Tax

の
メ
リ
ッ
ト
は
？

○
添
付
書
類
の
提
出
が
不
要

　

た
だ
し
、
控
除
内
容
の
確
認
は

必
要
で
す
。
添
付
書
類
は
必
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
確
認
後
返
却

し
ま
す
。（
5
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
）

○
還
付
申
告
に
つ
い
て
は
、
早
期
の

還
付
（
３
週
間
程
度
）
が
可
能
に

※
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、
書
面
提

出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

注
意
点
は
？

○
利
用
者
識
別
番
号
が
必
要
で
す
の

で
、
過
去
にe-Tax

で
申
告
さ
れ

た
方
は
、
番
号
確
認
の
た
め
、
確

定
申
告
書
の
控
や
税
務
署
か
ら
の
確

定
申
告
の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
に
取
得
さ

れ
た
方
は
利
用
者
識
別
番
号
等
の

通
知
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
　

ま
た
、
市
役
所
確
定
申
告
受

付
会
場
で
は
、
そ
の
場
で
利
用
者

識
別
番
号
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
場
合
、

明
細
書
を
詳
細
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

今
年
度
は
地
域
事
務
所
で
は
申

告
会
場
を
開
設
し
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い

■
市
県
民
税
の
申
告
と
は

　

市
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成
31
年

1
月
1
日
現
在
で
宇
陀
市
に
住
民
票

を
置
か
れ
て
い
る
方
（
置
か
れ
て
い

た
方
）
に
、
前
年
中
（
平
成
30
年
1

月
1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
1
年

間
）
の
所
得
を
申
告
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
、
市
県
民
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等

を
算
出
す
る
基
礎
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
証
明
書
や
課
税
（
非

課
税
）
証
明
書
等
の
公
的
な
証
明
書

の
発
行
に
も
必
要
で
す
。

　

な
お
、
申
告
用
紙
は
税
務
課
、
各

地
域
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

■
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
前
年
中
に
給
与
や
年
金
以
外
の
所

得
が
あ
っ
た
方

○
給
与
所
得
者
で
、

　

①
給
与
の
ほ
か
に
別
の
所
得
が
あ

る
方

　

②
給
与
を
2
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
方

○
給
与
所
得
者
や
年
金
所
得
者
で
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
や

国
民
健
康
保
険
税
等
）
や
医
療
費

等
各
所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方

○
申
告
で
扶
養
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方

○
前
年
中
に
収
入
の
な
い
方
、
も
し

く
は
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
（
非

課
税
）
の
み
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
で
、
な
お
か
つ
、
同
居
の
配
偶

者
や
子
ど
も
等
の
、
税
法
上
の
扶

養
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
方

（
国
保
税
・
後
期
医
療
保
険
料
お

よ
び
一
部
負
担
金
の
算
定
の
た
め

に
申
告
が
必
要
で
す
。）

※
保
険
税
（
料
）
の
軽
減
制
度
の
対

象
と
な
る
た
め
に
は
、
世
帯
主
お
よ

び
加
入
者
全
員
の
申
告
が
必
要
で
す
。

■
市
県
民
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い
方

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

○
給
与
所
得
の
み
で
、
年
末
調
整
を

受
け
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
変
更

が
な
い
方

市
県
民
税
の
申
告
は
、
市
役
所
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

             

受
付
期
間
・
受
付
会
場
は
、
確
定
申
告
と
同
様
で
す

                                                          

問 

税
務
課
（
☎
82
・
１
３
０
６
／
IP
☎
88
・
９
０
７
２
）

■
確
定
申
告
・
市
県
民
税
申
告
に
必
要

な
も
の

○
確
定
申
告
書
ま
た
は
市
県
民
税
申

告
書　

○
印
鑑　

○
給
与
所
得
者
・

年
金
所
得
者
は
、
源
泉
徴
収
票
（
平

成
30
年
分
）　

○
各
保
険
料
（
生
命

保
険
・
個
人
年
金
・
介
護
医
療
・
地

震
・
国
民
年
金
）
の
支
払
証
明
書
（
平

成
30
年
中
支
払
分
）　

○
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
医
療
費

に
つ
い
て
、
領
収
書
の
添
付
が
不
要

に
な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
支
払
い

額
等
を
計
算
し
て
、
明
細
書
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
や
還
付
等
で

補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明
記
も
お
忘

れ
な
く
。）

○
事
業
所
得
者
は
収
支
内
訳
書　

○
そ
の
他
所
得
計
算
や
控
除
に
必
要

な
帳
簿
類
や
証
書

○
本
人
確
認
書
類
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
も
し
く
は
、
番
号
確
認
書
類

（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
＋ 

身
元
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

■
国
民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替
納

税
者
の
み
な
さ
ん
へ

　

市
で
は
、
軽
自
動
車
税
を
除
く
各

税
の
「
口
座
振
替
領
収
済
み
の
お
知

ら
せ
」
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
申

告
の
際
の
「
社
会
保
険
料
控
除
額
」

と
し
て
、
平
成
30
年
中
に
支
払
わ
れ

た
「
国
民
健
康
保
険
税
」
の
額
を
書

面
で
必
要
な
方
は
、
税
務
課
、
各
地

域
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
国
民
健
康
保
険
に
係
る
高
額
療
養

費
の
支
給
申
請
に
は
医
療
機
関
等

の
領
収
書
（
写
し
）
が
必
要
で
す

　

高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
に
は
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
（
写
し
）

を
提
出
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
中
の
医
療
費
で
高
額
療

養
費
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

方
は
、
領
収
書
の
コ
ピ
ー
を
ご
準
備

く
だ
さ
い
。

　

高
額
療
養
費
支
給
申
請
を
さ
れ
る

方
は
、
領
収
書
・
印
鑑
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー

ド
な
ど
）・
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
の
う
え
、
手
続
き
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
か
ら
ご
案
内

問
保
険
年
金
課

（
☎
82
・
３
６
７
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
６
）

本人確認書類を
忘れないで！



　2019年1月号 20

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

自
営
業
者
・
学
生
・
フ
リ
ー
タ
ー
・

無
職
の
方
な
ど
が
20
歳
に
な
れ
ば
、

住
所
地
の
市
役
所
で
国
民
年
金
第
１

号
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、

厚
生
年
金
保
険
の
加
入
者
本
人
（
第

２
号
被
保
険
者
）
や
、
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の

方
が
20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
で
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
は
な
ぜ
必
要
？

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や

ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、
一

家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な

ど
に
、
あ
な
た
や
あ
な
た
の
家
族
を

守
っ
て
く
れ
ま
す
。
国
民
年
金
の
加

入
手
続
き
を
き
ち
ん
と
し
て
、
保
険

料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
方
は
、
納
付
猶
予
制

度
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
民
年

金
の
加
入
手
続
き
と
併
せ
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課

（
☎
82
・
３
６
７
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
６
）

問
桜
井
年
金
事
務
所

（
☎
０
７
４
４
・
42
・
０
０
３
３
）

市
役
所
ふ
る
さ
と
テ
ラ
ス
で

動
物
愛
護
パ
ネ
ル
展
開
催
！

　

動
物
の
愛
護
と
適
正
な
飼
養
の
普

及
啓
発
の
た
め
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し

ま
す
。

【
実
施
日
時
】

　

１
月
15
日
（
火
）
～
25
日
（
金
）

問
環
境
対
策
課

（
☎
82
・
２
２
０
２
／
IP
☎
88
・
９
０
７
８
）

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
試

験
放
送
を
実
施

　
『
J
ア
ラ
ー
ト
』
は
、
地
震
や
武

力
攻
撃
な
ど
の
災
害
時
に
、
国
か
ら

の
緊
急
情
報
を
人
工
衛
星
な
ど
を
活

用
し
て
情
報
伝
達
さ
れ
る
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

こ
の
試
験
放
送
は
機
器
の
起
動
確

認
を
行
う
た
め
の
も
の
で
、
住
民
の

反
響
調
査
や
避
難
行
動
を
伴
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

防
災
行
政
無
線
（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
・

屋
内
受
信
機
）
を
使
用
し
、
緊
急
一

斉
放
送
と
し
て
、
最
大
音
量
で
放
送

し
ま
す
。

後期高齢者医療保険制度が一部変更
　高額療養費の制度が見直され、
　自己負担額の年間上限の制度が設けられました

　平成 29 年と 30 年に、70 歳以上の方の高額療養費の制度
が見直され、年間を通して高額な外来診療を受けている方の
負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けら
れました。

　平成 30 年 7 月 31 日時点で、自己負担額が一般または低
所得 ( 住民税非課税 ) 区分である被保険者について、計算期
間 ( ※ 1) のうちで外来療養に係る額が 144,000 円を超える
場合に、その超える分を支給します。

　国民健康保険の被保険者の方で支給対象見込みの方には、
保険年金課より申請書を送付しています。また後期高齢者医
療保険の被保険者の方で支給対象見込みの方には、広域連合
より 1 月中旬に申請書を送付します。いずれも、保険年金課
へ提出してください。

　ただし、平成 29 年８月 1 日～同 30 年 7 月 31 日までの
全期間で、奈良県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり、
高額療養費の振込口座が登録されている方には高額療養費
( 外来年間合算 ) の申請を省略して支給します。

問奈良県後期高齢者医療広域連合（☎ 0744・29・8430）
問保険年金課（☎ 82・3672 ／ IP ☎ 88・9086）

基準日 平成 30 年 7 月 31 日

計算期間（※ 1） 平成 29 年 8 月 1 日～
同 30 年 7 月 31 日までの１年間

年間上限額 144,000 円

【
実
施
日
時
】

　

１
月
23
日
（
水
）　

午
後
２
時

【
試
験
放
送
内
容
】

　

チ
ャ
イ
ム
→
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

の
テ
ス
ト
で
す
」（
３
回
）
→
「
こ
ち

ら
は
、
ぼ
う
さ
い
宇
陀
市
役
所
で
す
」

→
チ
ャ
イ
ム

問
危
機
管
理
課

（
☎
82
・
１
３
０
４
／
IP
☎
88
・
９
０
７
０
）

償
却
資
産
の
申
告
は
１
月
31

日
ま
で
に

償
却
資
産
と
は

　

個
人
や
法
人
で
工
場
・
商
店
等
を

経
営
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の

た
め
に
使
用
す
る
構
築
物
や
器
具
・

備
品
等
（
主
に
土
地
・
家
屋
を
除
く

耐
用
年
数
1
年
以
上
、
取
得
価
格

10
万
円
以
上
）の
資
産
の
こ
と
で
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て

　

法
人
・
個
人
事
業
主
が
所
有
し
て

い
る
太
陽
光
発
電
設
備
は
、
売
電
の

有
無
に
関
わ
ら
ず
償
却
資
産
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
個
人
で
所
有
し
て
い
る
も
の
で
10

ｋ
Ｗ
未
満
の
も
の
は
、
償
却
資
産
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
申
告
が
必
要
な
方
】

○
平
成
31
年
1
月
1
日
現
在
、
償
却

資
産
を
有
す
る
市
内
で
事
業
を
営

ん
で
い
る
個
人
、
法
人
。

　

ま
た
は
、
市
内
で
事
業
は
営
ん

で
い
な
い
が
、
市
内
に
事
業
用
の

償
却
資
産
を
貸
し
付
け
て
い
る
個

人
、
法
人
。

【
提
出
期
限
】
1
月
31
日
（
木
）

【
個
人
番
号
・
法
人
番
号
の
確
認
】

　

償
却
資
産
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
ま
た
は
法
人
番
号
の
記
載
が
必

要
で
す
。

　

個
人
の
方
は
、
番
号
確
認
書
類
と

本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し

の
添
付
が
必
要
で
す
。

問
税
務
課

（
☎
82
・
１
３
０
６
／
IP
☎
88
・
９
０
７
２
）



特
　
　
集

市
政
ト
ピ
ッ
ク
ス

う
だ
ぢ
か
ら

ま
ち
の
わ
だ
い

病
院
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

み
ん
な
で
子
育
て

お
知
ら
せ

掲
示
板

う
だ
チ
ャ
ン
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お
知
ら
せ

く
ら
し
・
環
境 

他

チ
ェ
ン
ソ
ー
整
備
・
間
伐
講

習
会
を
開
催

　

森
林
に
は
、
水
源
の
か
ん
養
、
土

砂
災
害
の
防
止
、
生
態
系
の
保
全
な

ど
の
多
く
の
公
益
的
機
能
が
あ
り
、

私
た
ち
の
生
活
と
深
く
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
森
林
の
公
益
的
機
能
を
発
揮

す
る
た
め
に
は
間
伐
が
必
要
で
、
良

い
木
、
良
い
山
林
を
育
む
た
め
に
も

欠
か
せ
な
い
必
要
な
も
の
で
す
。

　

初
心
者
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
の
方
ま
で

参
加
で
き
る
講
習
会
で
す
。

【
日
時
】
2
月
23
日
（
土
）
午
前
10

時
～
午
後
4
時
（
小
雨
決
行
）

【
場
所
】
宇
陀
市
森
林
組
合
（
榛
原

檜
牧
）

【
内
容
】

　
（
午
前
）
チ
ェ
ン
ソ
ー
の
整
備
講
習

（
午
後
）
間
伐
実
技
講
習
な
ど

【
対
象
】
林
業
に
関
心
の
あ
る
方

【
定
員
】
50
人
（
先
着
順
）

【
参
加
費
】
無
料
（
昼
食
は
持
参
）

【
持
ち
物
】
作
業
し
や
す
い
長
袖
長

ズ
ボ
ン
、
手
袋
。
チ
ェ
ン
ソ
ー
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
お
持
ち
の
方
は
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
】
1
月
31
日
（
木
）
ま

で
に
、
電
話
で
住
所
・
氏
名
・
性

別
・
電
話
番
号
を
問
へ

問
宇
陀
市
森
林
組
合
（
☎
82
・
１
４
０
９
）

問
農
林
課

（
☎
82
・
３
６
７
９
／
IP
☎
88
・
９
０
９
０
）

人
事
異
動

《
12
日
１
日
付
人
事
異
動
》

■
課
長
級　

市
立
病
院
医
療
部
地
域

連
携
課
主
幹
・
市
立
病
院
事
務
局
医

務
課
主
幹
（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

対
策
担
当
）　

中
西
一
昭
▼
教
育
総

務
課
主
幹　

太
田
幸
雄

■
課
長
補
佐
級　

健
康
増
進
課
長
補

佐
（
医
療
政
策
特
命
）・
市
立
病
院
事

務
局
医
務
課
長
補
佐
（
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
対
策
担
当
）　

山
岡
茂
之

■
一
般　

教
育
総
務
課　

吉
岡
順
子

《
11
月
22
日
付
退
職
者
》

■
課
長
級　

嶌
嵜　

香
【
健
康
増
進

課
国
民
健
康
保
険
直
営
診
療
所
】

問
人
事
課

（
☎
82
・
１
３
０
３
／
IP
☎
88
・
９
０
６
９
）

職
員
募
集

■
自
主
放
送
ス
タ
ジ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
臨
時
職
員
）

【
募
集
人
員
】
2
人

【
職
務
内
容
】
自
主
放
送
番
組
の
制

作
（
主
に
番
組
編
集
業
務
な
ど
）

【
勤
務
場
所
】
自
主
放
送
ス
タ
ジ
オ

【
要
件
】
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

　

①
テ
レ
ビ
番
組
制
作
に
関
心
や
興

味
が
あ
る
人
（
経
験
者
・
資
格
者

優
先
）　

②
満
20
歳
以
上
の
人

　

③
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
操
作

（
中
級
程
度
）
の
で
き
る
人

か
ぎ
ろ
ひ
短
歌
入
賞
作
品
展
示

宇
陀
市
記
紀
万
葉
展

～
柿
本
人
麻
呂
と
宇
陀
～

　

昨
年
募
集
し
た
か
ぎ
ろ
ひ
短
歌
の

中
か
ら
選
ば
れ
た
優
秀
作
品
の
展
示

と
、「
か
ぎ
ろ
ひ
」
の
歌
を
詠
ん
だ
柿

本
人
麻
呂
に
ち
な
ん
で
、
人
麻
呂
が

詠
ん
だ
歌
が
刻
ま
れ
た
万
葉
歌
碑
や

古
代
の
大
宇
陀
に
つ
い
て
の
展
示
を

行
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
「
か
ぎ
ろ
ひ
」

が
出
現
し
や
す
い
季
節
に
、
展
示
を

み
て
古
代
ロ
マ
ン
に
浸
っ
て
み
ま
せ

ん
か
？

【
日
時
】
１
月
19
日
（
土
）
～
２
月

17
日
（
日
）
の
開
館
日

【
場
所
】
文
化
会
館
展
示
ス
ペ
ー
ス

（
大
宇
陀
拾
生
）

問
宇
陀
市
観
光
協
会
・
宇
陀
市
記
紀

万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会

　
【
商
工
観
光
課
内
】

（
☎
82
・
２
４
５
７
／
IP
☎
88
・
９
０
８
１
）

平
成
31
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
追
加
受
付
実
施

　

建
設
工
事
関
係
な
ど
に
係
る
資
格

審
査
（
指
名
願
）
の
追
加
受
付
を
行

い
ま
す
。
平
成
30
年
2
月
登
録
済
み

の
方
の
提
出
は
不
要
で
す
。

【
受
付
対
象
業
者
】

（
市
内
に
本
店
を
有
す
る
業
者
の
み
）

○
建
設
工
事
関
係

　

建
設
業
法
に
よ
る
許
可
、
お
よ
び

同
法
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る

事
項
の
審
査
を
受
け
て
い
る
者

※
許
可
業
種
の
う
ち
経
営
事
項
審
査
結

果
に
完
成
工
事
高
が
あ
る
業
種
に
限
る

○
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

　

各
関
係
法
令
・
各
登
録
規
程
に
基

づ
く
登
録
業
者

・
測
量
業
者　

・
建
築
設
計
業
者

・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

・
地
質
調
査
業
者

・
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
者

・
そ
の
他
、
関
係
業
務
を
希
望
す
る

者
（
い
ず
れ
も
、
業
務
上
必
要
な
許

可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
）

※
受
注
実
績
の
あ
る
業
務
に
限
る

【
有
効
期
間
】
4
月
1
日
（
月
）
～

２
０
２
０
年
3
月
31
日
（
火
）

【
受
付
期
間
】
2
月
1
日
（
金
）
～

28
日
（
木
）
業
務
時
間
中

【
提
出
書
類
】
関
係
書
類
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

問
管
財
課

（
☎
82
・
３
６
３
２
／
IP
☎
88
・
９
０
８
４
）

　

④
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
番
組
で
の
音

声
・
読
み
上
げ
）
の
経
験
者

【
雇
用
期
間
】
4
月
1
日
（
月
）
～　

２
０
２
０
年
3
月
31
日
（
火
）

【
勤
務
日
】
週
3
日
程
度

【
時
給
】
８
６
０
円
～
１
０
７
０
円　

　
　
　
　
　
　
　
（
経
験
に
よ
る
）

【
申
し
込
み
】
1
月
31
日
（
木
）
ま
で

に
履
歴
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

【
選
考
方
法
】
書
類
選
考
、
面
接
、

パ
ソ
コ
ン
操
作
試
験
な
ど

問
宇
陀
市
自
主
放
送
ス
タ
ジ
オ

〒
６
３
３・
０
２
５
４

榛
原
高
萩
台
75
番
地　

グ
リ
ー
ン
ス
ク
エ
ア
Ⅱ
番
館
１
階

（
☎
／
IP
☎
82
・
２
４
９
７
）

業務時間外・閉庁時の戸籍届出
受付は本庁のみとなります

　平日の業務時間外、土曜・日曜および祝日についての「出
生届」「婚姻届」などの戸籍届書については、近年地域事務
所への届出がありませんでしたので、4 月 1 日より各地域
事務所での受付は平日業務時間中のみとさせていただきま
す。本庁では従来通り休日夜間の届出受付を行います。
　ご理解ご協力をお願いします。

問市民課（☎ 82・2143 ／ IP ☎ 88・9076）

4  /1～
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（宇陀市立中央図書館）
★おはなし会（約 30 分）
　すくすくひろば（０～３歳）
　1 月 9・23 日（水）  ①10：00 ～　②10：45 ～
　おはなしクラブ
　1 月 12・26 日（土）
　 ①10 ： 30～  （小さい子）  ②11： 15 ～（大きい子）
★映画会（約 30分）『まんが日本昔ばなし』
　1 月 19 日（土）11：00 ～ 

（宇陀市立大宇陀図書館）
★おはなし会（約 60 分）
　1 月 19 日（土）10：30 ～ 　　場所：和室（2F）

★映画会（約30 分）『まんが日本昔ばなし』
　1 月26 日（土）10：30 ～　　　　場所：研修室（1F）

1月の休館日 1～4・8・14・15・22・29
中央図書館　 ☎ 82 － 4749・IP 88 － 9110
　　　　　開館時間：9:30～17:00
　大宇陀図書館　☎ 83 － 0976
　　　　　開館時間：9:00 ～ 17:00

消防団出初式開催
　1 月 20 日（日）

午前 10 時から
    大宇陀ふれあい交流ドーム

1 月の文化会館だより 
かぎろひホールの催し　　　　　　　　　　　　 　

　
（12 月 17 日現在）

日 曜日 催し物案内 主催者 時間 対象

14 月
（祝）

平成 31 年
宇陀市成人式

宇陀市
宇陀市教育委員会

受付　9：00
開式 10：00 関係者

  展示ホールの催し　　　
　■かぎろひ短歌入賞作品展示
　■宇陀市記紀万葉展～柿本人麻呂と宇陀～
　【展示期間】1 月 19 日（土）～ 2 月 17 日（日）

　1 月の休館日（1 ～ 4・8・14・15・22・29 日）
                         問宇陀市文化会館（☎ 83・0977）

問 危機管理課（☎ 82・1304 ／ IP ☎ 88・9070）

午前 10 時　式典開始
【会場】文化会館（大宇陀拾生）
【対象】平成 10 年４月２日～
　平成 11 年４月１日生まれの方 

問 生涯学習課（☎ 82・3975 ／ IP ☎ 88・9364）

成人式開催
 1 月 14 日（祝）

お気づきの信号機がありましたら、  
警察署まで情報提供をお願いします
奈良県警察では、バイパスなどの新たな道路の開通や小
学校の統廃合などの交通環境の変化によって、交通量が
減少、また利用頻度が低下した信号機については「止ま
れ」の標識設置などの安全対策を講じた上で信号機の撤
去を推進しています。

必要性が低下している信号機は、信号無視を誘発したり、
交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれが！

「車がほとんど通らない場所で動いている信号機」や「信
号機を利用しなくても横断できる交通環境」など、必要
性が低下している信号機などがあればお知らせください。

問桜井警察署（☎ 0744・46・0110）

問商工観光課（☎ 82・2457 ／ IP ☎ 88・9081）
必ず期限内にご利用ください

プレミアム 八っぴー商品券
　の使用期限　間もなく！

１月末日まで！

　俳優の火野正平さんが、視聴者から寄せられる手紙をも
とに全国を自転車で旅する番組「にっぽん縦断こころの
旅」が奈良県にやってきます。
　宇陀市にまつわるこころに残る「何気ない風景」「思い
出の風景」「忘れられない風景」「みんなに伝えたい風景」
など、皆さんのこころの風景とエピソードを大募集。

■放送予定　4 月 1 日（月）～ 5 日（金）
　　（月～金）7:45 ～ 7:59　（火～金）19:00 ～ 19:29　　

NHK-BS プレミアムの人気番組

にっぽん縦断こころ旅お手紙募集

【募集締切】2 月 12 日（火）必着
【投稿方法】はがき、封書、FAX、番組 HP から投稿
【応募先】〒 150・8001「こころ旅」係　 ※住所不要

写真提供：NHK

問NHK ふれあいセンター（☎ 0570・066・066）
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